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本
書
は
、
「
本
書
の
構
成
と
視
点
」
で
述
べ
た
よ
う
に
科
研
費
「
公
儀
触
伝
達

に
み
る
徳
川
領
国
と
国
持
外
様
領
国
の
両
領
国
体
制
の
存
在
と
構
造
―
幕
藩
体
制

構
造
研
究
」
の
成
果
報
告
書
で
あ
る
。
本
第
二
部
は
、
本
稿
筆
者
が
科
研
費
研
究

の
調
査
を
通
し
て
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
各
地
の
研
究
者
か
ら
の
、
御
用
留
に
か

か
わ
る
ご
寄
稿
と
拙
稿
（
以
下
、
論
考
）
か
ら
な
っ
て
い
る
。
論
考
は
、
一
部
は

再
掲
載
、
他
は
新
た
に
執
筆
し
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
筆
者
は
科
研

費
研
究
の
公
儀
（
幕
府
）
触
の
調
査
を
通
し
て
後
述
す
る
よ
う
に
御
用
留
の
総
合

的
な
研
究
の
必
要
性
を
感
じ
て
き
た
。
拙
稿
は
と
も
か
く
論
考
は
、
今
後
の
御
用

留
の
研
究
に
参
考
に
な
る
も
の
で
あ
る
。

論
考
は
、
西
か
ら
、
肥
後
国
（
熊
本
県
）
の
東
昇
氏
（
京
都
在
住
）
「
肥
後
国

天
草
郡
の
御
用
留
と
庄
屋
日
記　

―
高
浜
村
庄
屋
上
田
家
文
書
を
中
心
に
―
」
、

周
防
・
長
門
国
（
山
口
県
）
の
吉
田
真
夫
氏
「
幕
令
の
伝
達 

　

―
幕
府
の
意
志

を
ど
う
伝
え
る
か
―
」
、
同
じ
く
山
﨑
一
郎
氏
「
新
元
号
の
伝
わ
り
方　

―
萩
藩

の
場
合
―
」
、
丹
後
国
（
京
都
府
）
の
稲
穂
将
士
氏
「
丹
後
国
の
御
用
留
」
、
山
城

国
（
同
）
の
中
川
博
勝
氏
「
山
城
国
旗
本
天
野
領
に
お
け
る
公
儀
触
の
伝
達
」
、

武
蔵
（
埼
玉
県
等
）・
丹
後
国
と
周
防
・
長
門
国
の
拙
稿
「
徳
川
領
国
（
武
蔵
国
・

久
美
浜
代
官
所
領
〈
丹
後
・
但
馬
国
〉
）
と
国
持
外
様
領
国
（
周
防
・
長
門
国
）

の
公
儀
触
等
」
で
あ
る
。
広
域
に
、
公
儀
（
幕
府
）
代
官
所
（
郡
中
代
）
、
国
持

御
用
留
横
断
研
究
に
つ
い
て

山
田 

 

洋
一

大
名
（
藩
）
、
旗
本
、
庄
屋
等
の
各
種
の
御
用
留
を
横
断
す
る
構
成
と
な
っ
て
い
る
。

　

御
用
留
と
は
、
大
野
瑞
男
氏
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
「
江
戸
時
代
の
名
主
・
庄
屋

な
ど
の
村
役
人
が
村
政
執
行
上
必
要
な
諸
事
項
を
書
き
留
め
た
帳
簿
」
で
、
町
役

人
、
幕
府
・
諸
藩
の
役
所
に
お
い
て
も
作
成
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
、
後
者
の
場
合

は
御
用
日
記
の
体
裁
を
と
る
も
の
が
多
い
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
村
方
の
場
合
、
内

容
は
触
書
等
の
ほ
か
年
貢
、
諸
役
、
村
民
の
出
生
な
ど
の
記
録
な
ど
多
岐
に
わ
た

り
、
日
記
形
態
の
も
の
も
あ
り
、
御
用
留
の
分
化
し
た
も
の
に
御
触
留
・
廻
状
留
・

願
届
書
留
な
ど
が
あ
る
と
も
さ
れ
て
い
る

1

。

そ
の
他
に
下
総
国
の
御
用
留
を
分
析
さ
れ
た
兼
子
順
氏
の
次
の
見
解
が
あ
る
。

　
　
　

江
戸
時
代
の
村
方
文
書
の
基
本
帳
簿
の
一
つ
に
「
御
用
留
」
が
あ
る
。
「
御

用
留
」
は
、
領
主
か
ら
村
に
通
達
さ
れ
た
廻
状
や
、
村
か
ら
領
主
に
提
出

し
た
願
書
な
ど
を
、
村
役
人
が
書
き
留
め
た
帳
簿
で
あ
る
。
控
の
帳
簿
の

た
め
、
様
式
や
記
載
内
容
は
各
村
に
よ
り
様
々
で
あ
る
。

　
　
　

「
御
用
留
」
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
森
安
彦
氏
の
研
究

2

が
あ
り
、

江
戸
周
辺
の
関
東
諸
村
に
お
け
る
「
御
用
留
」
の
成
立
時
期
を
享
保
期
と
し
、

組
合
村
の
編
成
に
よ
り
伝
達
の
徹
底
を
計
っ
た
と
こ
ろ
に
成
立
の
必
然
が

あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

　
　
　

荻
生
徂
徠
が
八
代
将
軍
徳
川
吉
宗
の
諮
問
に
応
じ
て
著
し
た
『
政
談
』
の
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な
か
で
、
「
留
帳
」
の
重
要
性
を
述
べ
、
と
く
に
新
役
人
に
と
っ
て
の
有
効

性
を
論
じ
て
い
る

3

。
享
保
期
に
は
幕
府
に
お
い
て
も
、
機
構
変
革
の
な

か
で
の
記
録
整
理
と
そ
の
引
継
の
必
要
性
が
生
じ
て
い
た
と
い
え
る
。

　
　
　

各
村
に
残
る
「
御
用
留
」
を
み
る
と
、
記
載
内
容
は
法
令
・
達
な
ど
の
ほ

か
、
年
貢
・
諸
役
・
夫
食
拝
借
・
助
郷
・
用
水
・
普
請
・
鷹
場
・
農
耕
に

関
す
る
廻
状
、
村
か
ら
の
願
届
、
訴
訟
や
係
争
に
関
す
る
記
録
、
近
村
役

人
と
の
相
互
文
書
を
控
え
た
も
の
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
。

　
　
　

そ
の
た
め
、
「
御
用
留
」
は
、
そ
の
村
に
関
す
る
こ
と
ば
か
り
で
な
く
、

周
辺
地
域
の
こ
と
、
ま
た
幕
府
の
農
村
政
策
を
具
体
的
に
知
る
こ
と
が
で

き
る
、
貴
重
な
歴
史
資
料
と
い
え
る
。

　
　
　

近
年
、
自
治
体
史
の
編
さ
ん
の
な
か
で
、
「
御
用
留
」
が
翻
刻
さ
れ
刊
行

さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
資
料
１
点
が
大
部
の
た
め
、
残

存
し
て
い
る
点
数
か
ら
み
る
と
、
翻
刻
さ
れ
利
用
で
き
る
割
合
は
そ
の
う

ち
の
極
わ
ず
か
の
部
分
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。

　
　
　

こ
れ
ら
翻
刻
さ
れ
た
「
御
用
留
」や
文
書
館
・
資
料
館
等
で
閲
覧
で
き
る
「
御

用
留
」
を
利
用
し
な
が
ら
、
「
御
用
留
」
の
中
に
記
録
さ
れ
た
大
量
情
報
を

ど
の
よ
う
に
整
理
し
、
ど
う
共
有
化
し
て
い
く
の
か
、
今
後
の
近
世
史
研

究
の
課
題
で
あ
ろ
う
。

（
兼
子
順
「
天
保
期
に
お
け
る
幕
府
代
官
の
廻
状
伝
達
―
下
総
国
葛
飾

郡
上
金
崎
村
『
御
用
留
』
を
中
心
に
―
」〈
埼
玉
県
立
文
書
館
紀
要
15
号
、

二
〇
〇
二
年
、
は
じ
め
に
〉
、
傍
線
は
本
書
で
付
与
）

と
、
歴
史
資
料
と
し
て
の
御
用
留
が
貴
重
で
有
用
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
ら
れ
て
い

る
。

　

こ
の
よ
う
な
御
用
留
に
よ
る
研
究
が
、
先
に
紹
介
し
た
本
第
二
部
の
諸
論
考
で

あ
る
。
後
に
な
っ
た
が
内
容
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
（
以
下
、
本
書
掲
載
順

に
）
吉
田
氏
は
、
幕
府
の
意
思
伝
達
の
方
法
（
個
別
、
集
め
て
、
回
覧
）
を
、
徳

山
毛
利
家
文
庫
の
「
幕
閣
発
給
文
書
」
、
毛
利
家
文
庫
の
「
公
儀
所
日
乗
」
、
徳
山

毛
利
家
文
庫
の
「
従
公
儀
被
仰
出
帳
」
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
山
﨑
氏
は
、
新

元
号
の
江
戸
か
ら
萩
藩
領
末
端
ま
で
の
伝
達
を
、
毛
利
家
文
庫
の
「
公
儀
事
諸
控
」
、

平
生
町
佐
川
家
文
書
の
「
大
公
儀
其
外
御
触
書
」
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
中
川

氏
は
、
山
城
国
旗
本
領
で
は
、
旗
本
は
公
儀
触
を
伝
達
し
て
い
な
い
と
い
う
山
田

（
本
稿
筆
者
）
説
の
再
検
証
を
在
地
代
官
家
に
伝
来
し
た
御
用
諸
留
帳
、
江
戸
状

等
の
分
析
を
通
し
て
行
い
、
伝
達
を
確
認
さ
れ
た
。
東
氏
は
、
肥
後
国
天
草
郡
の

御
用
留
の
「
御
用
」
を
分
析
さ
れ
る
と
と
も
に
、
御
用
留
と
庄
屋
日
記
の
両
方
が

庄
屋
の
業
務
遂
行
に
必
要
だ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
稲
穂
氏
は
、
丹
後

国
の
御
用
留
の
伝
来
状
況
を
集
約
さ
れ
、
今
後
の
検
討
課
題
を
提
示
さ
れ
た
。
拙

稿
は
、
武
蔵
国
・
久
美
浜
代
官
所
領
と
周
防
・
長
門
国
の
村
等
の
御
用
留
に
記
載

さ
れ
て
い
る
公
儀
（
幕
府
）
触
の
比
較
分
析
、
「
公
儀
・
大
公
儀
」
の
確
認
を
行

っ
た
。

な
お
、
論
考
の
候
補
は
こ
の
他
に
も
あ
っ
た
が
、
準
備
不
足
に
よ
り
間
に
合
わ

な
か
っ
た
も
の

4

も
あ
る
。
別
の
機
会
で
紹
介
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。

各
地
の
御
用
留
に
よ
る
研
究
は
全
て
把
握
で
き
て
い
な
い
が
、
紹
介
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
論
考
か
ら
、
御
用
留
が
兼
子
氏
の
見
解
の
「
貴
重
な
歴
史
資
料
」
で
あ

る
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
本
書
第
一
部
の
論
考
の
大
部
分
も
、
各
主
題
を
太
刀
宮
文
書
の
御
用
留

等
に
基
づ
い
て
分
析
さ
れ
て
い
る
。
御
用
留
が
「
貴
重
な
歴
史
資
料
」
で
あ
る
こ

と
の
実
証
例
と
考
え
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
筆
者
は
冒
頭
で
少
し
述
べ
た
よ
う
に
、
科
研
費
研
究
を
通
し
て
、
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村
の
御
用
留
に
と
ど
ま
ら
な
い
広
い
意
味
で
の
御
用
留
の
基
本
的
、
総
合
的
な
検

討
、
研
究
の
必
要
を
感
じ
て
い
る
。
例
え
ば
、
村
の
御
用
留
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

次
の
二
点
で
あ
る
。

　

一
点
目
は
、
名
称
で
あ
る
。

公
儀
触
が
収
録
さ
れ
る
御
用
留
を
調
査
す
る
た
め
に
、
各
地
の
ア
ー
カ
イ
ブ

ズ(

文
書
・
文
書
館)
の
ご
支
援
を
い
た
だ
い
た
。
①
周
防
・
長
門
国
（
九
七
万

石
）
は
山
口
県
文
書
館
、
②
武
蔵
国
（
一
二
七
万
石

5

）
は
、
多
く
の
石
高
を
占

め
て
い
る
埼
玉
県
（
八
七
万
石
）
の
同
県
立
文
書
館
で
あ
る
。
両
館
は
そ
の
歴
史

と
活
動
に
お
い
て
日
本
を
代
表
す
る
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
で
あ
り
、
資
料
検
索
シ
ス
テ

ム
が
整
備
さ
れ
て
い
る
。
シ
ス
テ
ム
に
用
語
「
御
用
留
」と
入
力
し
て
検
索
す
る
と
、

①
に
お
い
て
は
原
題
に
「
御
用
留
」
と
あ
る
文
書
を
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
但
し
、

「
御
用
状
控
」
と
あ
る
文
書
は
あ
っ
た
。
内
容
か
ら
御
用
留
と
判
断
さ
れ
る
文
書

の
原
題
は
「
沙
汰
（
控
）
」
が
多
か
っ
た
。
そ
の
他
は
区
々
で
あ
っ
た
。
一
方
、

②
に
お
い
て
は
、
同
様
に
検
索
す
る
と
原
題
が
「
御
用
留
」
と
あ
る
御
用
留
を
多

数
確
認
し
た
。
こ
の
違
い
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
歴
史
的
特
性
に
よ
る
も
の
か

と
思
わ
れ
た
が
、
名
称
の
地
域
性
な
ど
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
た
。

　

二
点
目
は
、
伝
来
し
て
い
る
御
用
留
の
数
量
で
あ
る
。

先
と
同
じ
く
、
両
館
の
検
索
シ
ス
テ
ム
で
「
御
用
留
」
、「
触
留
」
、「
沙
汰
状
」
、「
日

記
」
、
「
万
留
」
な
ど
の
各
種
の
用
語
で
検
索
し
て
、
管
見
で
「
御
用
留
」
と
同
種

の
も
の
と
判
断
で
き
た
点
数
は
、
①
は
一
七
点
、
②
は
「
御
用
留
」
の
検
索
の
み

で
千
点
を
超
え
た
。
な
お
、
①
に
つ
い
て
は
、
シ
ス
テ
ム
以
外
に
県
内
の
史
料
の

所
在
が
確
認
で
き
る
、
同
館
が
実
施
さ
れ
た
調
査
成
果
の
『
山
口
県
内
所
在
史
料

目
録
』
が
あ
る
。
そ
の
中
の
約
一
三
〇
家
の
文
書
目
録
に
「
御
用
留
」
に
類
す
る

と
思
わ
れ
る
も
の
を
確
認
で
き
た
（
個
人
所
蔵
の
家
文
書
が
多
く
、
原
本
を
確
認

す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
）
が
、
こ
の
一
三
〇
と
い
う
数
字
を
考
慮
し
て
も
①

は
少
な
く
、
②
は
多
い
、
と
思
え
た
。
伝
来
事
情
に
よ
る
偶
然
の
結
果
か
も
し
れ

な
い
が
、
こ
の
状
況
は
何
ら
か
の
地
域
に
お
け
る
歴
史
的
特
性
の
結
果
と
い
え
る

か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
①
の
地
域
に
お
け
る
数
量
に
つ
い
て
は
、
三
宅
紹
宣
氏
の
、
御

用
留
そ
の
も
の
に
つ
い
て
で
は
な
い
が
、
近
世
文
書
の
残
存
状
況
に
つ
い
て
の
見

解
6

が
あ
る
。
す
で
に
同
地
域
に
流
布
し
て
い
る
「
藩
政
文
書
は
豊
富
で
あ
る
が

農
村
文
書
が
希
薄
」
と
い
う
指
摘
を
、
同
氏
は
他
地
域
の
調
査
経
験
か
ら
大
勢
の

も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
、
そ
の
理
由
を
、
「
長
州
藩
年
貢
収
納
構
造
と
関
連
す
る
、

帳
簿
作
成
過
程
と
そ
の
処
理
の
あ
り
方
」
と
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
「
明
和
三

年
か
ら
は
、
年
貢
収
納
関
係
帳
簿
は
異
同
が
無
け
れ
ば
前
年
度
の
も
の
を
そ
の
ま

ま
使
用
し
、
毎
年
作
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
」
こ
と
を
「
希
薄
」
の

理
由
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
領
主
（
長
州
藩
）
の
文
書
作
成
に
お
け
る
指
導
の
あ

り
方
に
原
因
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
参
考
に
な
る
見
解
で
あ
る
。
筆

者
が
、
周
防
・
長
門
国
と
同
じ
く
国
持
外
様
大
名
領
国
と
す
る
鳥
取
池
田
家
領
の

因
幡
・
伯
耆
国
も
、
管
見
で
あ
る
が
、
御
用
留
の
伝
来
は
少
な
く

7

、
「
藩
政
文

書
（
鳥
取
藩
政
資
料
）
は
豊
富
で
あ
る
が
農
村
文
書
が
希
薄
」
と
思
わ
れ
た
。

②
の
地
域
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
な
見
解
と
し
て
、
領
主
の
頻
繁
の

交
代
に
よ
り
、
村
側
が
情
報
を
蓄
積
す
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
、
と
さ
れ
て
い
る

が
、
領
主
の
文
書
は
少
な
い
。
①
の
状
況
の
表
現
を
借
用
す
れ
ば
「
藩
政
文
書
は

希
薄
で
あ
る
が
農
村
文
書
が
豊
富
」
な
地
域
の
よ
う
で
あ
る
。
筆
者
が
、
武
蔵
国

と
同
じ
徳
川
領
国
と
す
る
山
城
国
に
つ
い
て
も
御
用
留
と
い
っ
て
も
触
留
で
あ
る

が
、
伝
来
は
多
い
と
思
わ
れ
た
。
御
用
留
の
み
で
は
な
い
が
、
京
都
府
立
総
合
資

料
館
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
同
国
の
近
世
村
町
数
七
六
九
中
、
閲
覧
が
可
能
な
文
書
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が
一
点
も
な
い
村
町
数
は
九
二

8

で
あ
っ
た
。
八
八
％
の
村
に
は
一
点
で
も
閲
覧

が
可
能
な
文
書
が
あ
る
の
で
あ
る
。

な
ぜ
①
、
②
の
よ
う
な
特
徴
的
な
状
況
が
生
じ
る
の
か
、
参
考
に
領
主
の
所

領
構
成
の
あ
り
方
を
み
て
お
き
た
い
。
①
で
は
、
家
臣
（
給
人
）
に
よ
る
地
方
知

行
が
実
施
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
給
人
も
領
主
と
し
て
、
全
村
に
対
し
て
、
一
つ
の

村
に
複
数
の
領
主
の
領
地
が
設
定
さ
れ
る
相
給
村
の
割
合
（
相
給
率
）
を
み
る

と
、
①
は
五
五
％

9

、
因
幡
・
伯
耆
国
は
六
一
％

10

、
②
は
四
三
％

11

、
山
城
国

は
四
六
％

12

で
あ
っ
た
。
こ
の
割
合
だ
け
み
れ
ば
、
①
の
方
が
領
主
の
あ
り
方
は

複
雑
と
い
え
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
村
方
の
文
書
も
多
く
な
る
は
ず
と
思
わ
れ
る

が
、
そ
う
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
御
用
留
に
つ
い
て
は
、
名
称
、
伝
来
数
、
そ
の
ほ
か
に
公
私
の
別
、

記
載
さ
れ
る
情
報
の
選
定
基
準
な
ど
、
今
後
、
総
合
的
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
記
載
さ
れ
る
各
種
情
報
を
使
用
す
べ
き
で
は
な

い
か
と
考
え
る
。

ま
た
、
前
述
の
兼
子
氏
見
解
の
「
『
御
用
留
』
の
中
に
記
録
さ
れ
た
大
量
情
報

を
ど
の
よ
う
に
整
理
し
、
ど
う
共
有
化
し
て
い
く
の
か
、
今
後
の
近
世
史
研
究
の

課
題
」
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

と
も
あ
れ
、
総
合
的
な
研
究
に
向
け
て
、
ま
ず
は
全
国
の
御
用
留
の
、
所
在
、

内
容
な
ど
の
情
報
を
集
約
し
、
公
開
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
集
約

の
方
法
と
し
て
、
明
治
初
期
の
「
旧
高
旧
領
取
調
帳
」
の
村
、
領
主
ご
と
に
各
地

の
御
用
留
の
情
報
を
ま
と
め
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
同
帳

の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
Ｈ
Ｐ
で
公
開
さ
れ
て
い
る
。
な
ん
ら

か
の
ご
協
力
を
お
願
い
で
き
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
最
後
に
こ
の
方
面
や
研
究

の
方
向
性
な
ど
の
御
教
示

13

、
ご
協
力
も
お
願
い
し
て
お
き
た
い
。

【
註
】

1
大
野
瑞
男
「
御
用
留
」
（
国
史
大
辞
典
）
。

2
森
安
彦
「
『
御
用
留
』
の
性
格
と
内
容(

一)

―
武
州
荏
原
郡
上
野
毛
村
『
御
用
留
』

の
検
討
―
」
（(

国
立
史
料
館)

史
料
館
研
究
紀
要
19
号
、
一
九
八
八
年)

。

3
日
本
思
想
体
系
36
「
荻
生
徂
徠
」
『
政
談
』
三
五
二
頁
。

4
本
稿
筆
者
は
こ
れ
ま
で
の
分
析
（
山
田
洋
一
「
近
世
『
徳
川
領
国
』
に
お
け
る

山
城
国
の
構
造
」
〈
京
都
府
立
総
合
資
料
館
紀
要
36
、
二
〇
〇
八
年
、
七
三
頁
〉
）

で
、
山
城
国
の
領
主
で
あ
る
寺
院
は
、
公
儀
触
を
含
む
京
都
町
奉
行
所
か
ら
の

触
を
領
地
の
村
に
伝
達
し
て
い
な
い
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
新
見
康
子
氏
（
東

寺
文
化
財
保
護
課
長
）
か
ら
、
東
寺
（
旧
高
旧
領
取
調
帳
に
よ
る
と
領
地
は
山

城
国
西
院
村
な
ど
一
〇
村
〈
相
給
〉
合
計
約
二
千
石
の
領
主
）
は
同
奉
行
所
か

ら
の
触
を
境
内
の
町
に
中
継
、
伝
達
し
て
お
り
、
そ
の
触
は
、
東
寺
観
智
院
聖

教
古
文
書(

京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
収
集
写
真
帳)

に
収
録
さ
れ
て
い
る
、

と
の
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
あ
わ
せ
て
関
連
の
論
考(

新
見
康
子
「
東
寺
境
内

の
変
遷
と
京
都
」〈
地
方
史
研
究
協
議
会
編
『
京
都
と
い
う
地
域
文
化
』
雄
山
閣
、

二
〇
二
〇
年
〉)

の
提
供
が
あ
っ
た
。
分
析
再
考
の
た
め
、
領
地
の
村
に
関
係

す
る
触
留
、
御
用
留
な
ど
も
調
査
す
べ
く
準
備
を
し
て
い
た
が
、
本
書
に
間
に

合
わ
な
か
っ
た
。
別
の
機
会
に
報
告
し
た
い
と
考
え
る
。

5
旧
高
旧
領
取
調
帳
。

6
三
宅
紹
宣
「
長
州
藩
村
落
の
構
造
と
そ
の
機
能
」
（
宇
部
工
業
高
等
専
門
学
校

研
究
報
告
26
号
、
一
九
八
〇
年
、
五　

補
論　

年
貢
収
納
関
係
諸
帳
簿
に
つ
い

て
）
。

7
山
田
洋
一
「
公
儀
触
伝
達
に
み
る
徳
川
領
国
と
国
持
外
様
領
国
の
構
造
―
京
都
、
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山
城
・
丹
波
・
丹
後
国
と
因
幡
・
伯
耆
国
の
比
較
か
ら
」
（
京
都
府
立
大
学
学

術
報
告
人
文
、
二
〇
一
九
年
）
。

8
京
都
府
立
総
合
資
料
館
歴
史
資
料
課
「
『
京
都
府
域
関
係
古
文
書
所
在
情
報
の

一
整
理　

近
世
領
主
並
び
に
近
世
村
町
別
閲
覧
可
能
関
連
文
書
一
覧
―
丹
波
・

丹
後
・
山
城(
１
・
２)

・
京
都(

洛
中
洛
外
町
続
等)

編
―
』
の
ま
と
め
」
（
京

都
府
立
総
合
資
料
館
紀
要
32
号
、
二
〇
〇
四
年
、
資
料
１
）
。

9
本
第
二
部
拙
稿
第
一
章
（
三
）
周
防
・
長
門
国
の
所
領
構
成
。

10
註
７
表
２
。

11
本
第
二
部
拙
稿
第
一
章
（
一
）
武
蔵
国
の
所
領
構
成
。

12
註
７
表
１
。

13
最
近
、
福
田
千
鶴
・
藤
實
久
美
子
編
著
『
近
世
日
記
の
世
界
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

二
〇
二
二
年
）
が
刊
行
さ
れ
た
。
日
記
に
関
す
る
論
集
で
あ
る
が
、
御
用
留
の

研
究
に
も
参
考
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
学
ん
で
い
き
た
い
。


